
令和７年度 第１回学校運営協議会    令和７年５月１０日午後３時３０分 
                       本校２階 特別活動室 

 
１ 開会の言葉 
 

 
２ 校長あいさつ 
 

 
３ 任命書交付（および新委員紹介） 
 

 
４ 自己紹介 
 

 
５ 学校運営協議会について 
 

 
６ 会長、副会長の選出（朝霞市学校運営協議会規則第９条１項による） 
   

会長（             ） 副会長（              ） 
 

 
７ 協 議  

（１）令和７年度学校経営方針の説明と承認 
（２）令和７年度学校予算配分・執行状況について 
（３）熟議・意見交換・承認・懇談 
（４）その他 

 

 

 
８ 今後の予定 
・ 第２回   令和７年１１月２０日（木）頃 １４:３０～（６限授業見学）を予定 

 ・ 第３回   令和８年 ２月 ５日（木）頃  ９:４０～（２限授業見学）を予定 

 

 

 
９ 閉会の言葉 



令和７・８年度朝霞第一中学校  学校運営協議会委員
 氏 名 備  考

№１ 髙橋 正明 膝折宿町内会⾧

№２ 渡邉 聡 本校PTA会⾧

№３ 井上 典子 元朝霞第三中学校⾧

№４ 小手森 喜弘 上の原町会会⾧

№５ 鈴木 泰代 元朝霞市教育委員⾧

№６ 前田 敏 朝霞第六小学校学校評議員   

№７ 比留間 進一 元和光市立本町小学校⾧ 元本市日本語指導員

№８ 隅田 浩文 和光教育センター⾧

№９ 塚田 薫 株式会社NJP執行員・キャリアマネージャー

№１０ 唐松 善人 朝霞第一中学校 校⾧

事務局 三木 善朗 朝霞第一中学校 教頭

横山 三楽 朝霞第一中学校 教頭

齋藤 雄哉 朝霞第一中学校 教務主任

分須 史暁 朝霞第一中学校 事務室

小野寺 俊哉 朝霞第一中学校 事務室

朝霞市幸町

朝霞市幸町

茨城県東茨城郡城里町

朝霞市本町

朝霞市本町

居住地

朝霞市膝折町

朝霞市溝沼

朝霞市幸町

朝霞市幸町



○朝霞市学校運営協議会規則

平成 31 年３月 29 日教育委員会規則第２号

朝霞市学校運営協議会規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法

律第 162 号。以下「法」という。）第 47 条の５に規定する学校運営協議会（以下

「協議会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する

機関として、朝霞市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限

と責任の下、地域住民、児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者その

他の関係者（以下「地域住民等」という。）の学校の運営への参画並びに地域住

民等による学校の運営への支援及び協力の促進を図ることにより、学校と地域

住民等が信頼関係を深め、一体となって学校の運営の改善及び児童等の健全育

成に取り組むことを目的とする。

（意見聴収等）

第３条 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及

び当該運営への必要な支援に関して協議する学校（以下「対象学校」という。）

の校長及び地域住民等の意見を聴くものとする。

２ 教育委員会は、協議会の設置を決定したときは、対象学校を明示し、当該対

象学校に対してその旨を通知するものとする。

（学校の運営に関する基本的な方針の承認）

第４条 法第 47 条の５第４項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に

掲げる事項とする。

(１) 学校経営計画に関すること。

(２) 組織編成に関すること。

(３) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(４) 施設管理に関すること。

(５) 施設設備に関すること。

２ 対象学校の校長は、法第 47 条の５第４項の規定に基づき承認を得た基本的

な方針に従って、学校の運営を行うものとする。

（職員の採用等に関する意見の申出）

第５条 法第 47 条の５第７項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職

員の採用、転任等に関するものとする。ただし、個人及び個別の事案については

除くものとする。

（学校の運営に関する評価）



第６条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営について評価を行うものと

する。

（組織）

第７条 協議会は、委員 10 人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(１) 対象学校が所在する地域の住民

(２) 対象学校に在籍する児童等の保護者

(３) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(４) 学識経験を有する者

(５) 対象学校の校長

(６) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

（任期）

第８条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第９条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定め

る。

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第 10 条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

（守秘義務等）

第 11 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。

２ 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(１) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(２) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(３) 前２号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を

きたす言動をとること。

（研修等）

第 12 条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等につい



て、正しい知識及び理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置）

第 13 条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に

応じて指導及び助言を行うものとする。

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことが

できるよう必要な情報提供に努めなければならない。

（委員の解任）

第 14 条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任す

ることができる。

(１) 委員本人から退任の申出があったとき。

(２) 第 11 条の規定に違反したとき。

(３) 前２号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められると

き。

２ 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

（委任）

第 15 条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教

育長が定める。

附 則

この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月 27 日教委規則第３号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。



朝霞市立朝霞第一中学校学校運営協議会傍聴要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、朝霞市立朝霞第一中学校学校運営協議会の傍聴に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（傍聴の手続等） 

第２条 傍聴人の定員は１０人とする。ただし、会議場の規模により、これを

増減することができる。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催３０分前から開催予定時刻まで

に、先着順に受付において申し込み、会長の許可を得た上で、会場に入場す

るものとする。 

（傍聴することができない者） 

第３条 次に掲げる者は、傍聴することができない。 

(１) 酒気を帯びていると認められる者 

(２) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそ

れがあると認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第４条 傍聴人は、会場においては次に掲げる事項をしてはならない。 

(１)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用すること。 

(２)ビラ、プラカード、旗等を持ち込み、公然と意見を表明すること。 

(３)飲食又は喫煙をすること。 

(４)携帯電話等の受信音を出すこと。 

(５)写真撮影、録画、録音等を行うこと。ただし、会長の許可を得た場合は、

この限りでない。 

(６)会議における言論に対して発言、拍手その他の方法により公然と意見を

表明すること。 

(７)前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の支障となる

ような行為をすること。 

（傍聴人の退場） 

第５条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、退場しなければ

ならない。 

（違反に対する措置） 

第６条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令

に従わないときは、これを退場させることができる。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１５日から施行する。 











予算額 執行済額 残額 科目

0

予算額 執行済額 残額

6.5.21配当 2025/4/11 現在

令和６年度　学校予算　配分・執行状況（一般）
朝霞第一中学校

科目

予 5,404,000

筆記用具 8,232 8,232 残 0 国語 0 残 0

紙類 16,841 16,841 残 0 社会 10,000 9,405 残 595

ﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾙ・糊 33,635 33,635 残 0 数学 22,000 20,990 残 1,010

その他消耗品 60,655 60,655 残 0 理科 173,000 169,022 残 3,978

コピー用紙 933,500 933,500 残 0 音楽 17,000 8,931 残 8,069

印刷機 266,200 266,200 残 0 美術 0 0 残 0

刊行物 151,306 151,306 残 0 保健体育 40,000 95,694 残 -55,694

環境衛生 231,000 231,000 残 0 技術 92,000 92,054 残 -54

施設管理 159,845 159,845 残 0 家庭 74,000 72,655 残 1,345

学校運営・行事 182,916 182,916 残 0 外国語 29,000 28,867 残 133

給食 56,109 56,109 残 0 道徳 0 0 残 0

保健衛生 46,806 46,806 残 0 総合学習 13,000 3,190 残 9,810

… 0 0 残 0 1学年 72,000 72,415 残 -415

… 0 0 残 0 2学年 72,000 66,159 残 5,841

… 0 0 残 0 3学年 80,000 78,258 残 1,742

… 0 0 残 0 保健室 57,000 56,963 残 37

R7財政難防衛費 1,418,437 1,418,122 残 315 相談室 21,000 20,926 残 74

… 0 0 残 0 図書室 73,000 73,000 残 0

… 0 0 残 0 通級指導教室 50,000 49,999 残 1

… 0 0 残 0 特別活動 0 0 残 0

予備費 40,518 40,518 残 0 体育行事 90,000 60,799 残 29,201

教科等配分 1,500,000 1,500,000 残 0 合唱コンクール 3,000 0 残 3,000

0 0 残 0 生徒会活動 10,000 0

280,000 280,000 残 0 進路 72,000

150,000 149,788 残 212

残 10,000

77,811 残

残 124 …

-5,811

18,000 18,000 残 0 美化

残 680

残 0

0 0 残 0 …

残 0

80,000 80,000 残 0

280,000 279,320

139,000図書購入費

残 36

380,000 379,738 残 262

特支消耗品 457,000

…

残 983

総計 予算額 9,857,000 決算額 9,851,479
特支図書

6,800,432
消耗品費 済 5,403,685 教科等配分

138,017

456,964

0

0

0

0 残 0

済 1,500,000予 1,500,000

残 0

残

0

… 0 残 0

…

0 残 0

0 残 0

280,000 293,074 残 -13,074

残 0

0 残 0

320,000 320,000 残 0

…

…

…

414,000 413,991 残 9

100,000

教科等配分調整用

0 0 残 0

660,000 659,450 残 550

320,000 317,813 残 2,187

195,000 194,971

1,037,000 1,036,954 残 46

ピアノ調律

役
務
費

51,000 50,700 残 300

施設修繕料

印刷製本

備品修繕費：楽器

ＰＣ消耗品

運搬料

燃料費

食糧費

ﾌﾟｰﾙ消毒剤

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

備品修繕費：一般

残 29

0 残 0

…

20,000 19,876

緑化推進費

校庭補修材

生花代

需用費 予 6,804,000 済

6,804,000

1,500,000

特
別
消
耗
品

郵便料 100,000 残 0

…

衛生薬品
需
用
費



　　　令和７年度　年間計画　　（家庭配布用） 朝霞市立朝霞第一中学校

曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事 曜 行事

1 火

校内巡り

木 日 火

期末テスト①　心臓検診精
密検査② 金

彩夏祭

月

給食開始　朝霞市スピーチ
コンテスト 1 水

新人③

土

県駅伝

月 木

学校閉庁日

日

スキー林間　吹奏楽フェス
ティバル 日 1

2 水 金

部活動保護者会

月 水

期末テスト②

土

彩夏祭

火 2 木

新人④予備①

日

県ソフテ

火

学校朝会

金

学校閉庁日

月

スキー林間振替休業日　職
場体験学習　３年生三者面
談

月 2

3 木 土

憲法記念日

火

学校朝会

木

心臓検診精密検査③　水泳
プール水質定期検査　ダニ
検査

日

彩夏祭

水

修学旅行①

3 金

予備②

月

文化の日

水 土

学校閉庁日

火

職場体験学習　３年生三者
面談 火

追検査

3

4 金 日

みどりの日

水

尿検査２次①

金

学校朝会　心臓検診精密検
査④　水泳プール水質定期
検査　ダニ検査予備

月 木

修学旅行②　教育実習開始
（国・音） 4 土 火

県ソフテ

木 日 水 水 4

5 土 月

こどもの日

木

尿検査２次②

土 火 金

修学旅行③

5 日 水

二中研究開発　県バド

金 月 木

専門委員会（３年生最終）
ふれあいデー 木

学校朝会

5

6 日 火

振替休日

金

教育実習最終日　県通信陸
上 日 水

学校閉庁日

土

朝霞市民総体会場（ソフトテ
ニス） 6 月 木

３年三者面談　学校朝会
県バド・ソフテ・サッカー 土 火 金

生徒朝会

金

入学許可候補者発表

6

7 月

3年準備登校

水

県学力・学習状況調査（３
年）　テスト6日前部活なし
※体育祭昼休み練習開始

土

県通信陸上

月 木

学校閉庁日

日 7 火

専門委員会　ふれあいデー
身体計測（後期） 金

３年三者面談　県ソフテ・バ
レー 日 水 土 土 7

8 火

入学式・始業式　食物アレル
ギー面談（～1８日まで）　ふ
れあいデー

木

県学力・学習状況調査（２
年）　第1回学校運営協議会
（15:30～）　2学年キャリア
教育授業（5校時）

日 火

心臓検診精密検査⑤

金

学校閉庁日

月

文化部発表ウィーク（～
9/19) 8 水

テスト６日前　生徒朝会　県
陸上 土

県駅伝

月 木

始業式　ふれあいデー

日 日 8

9 水

教科書配布　全校集会　小
学校入学式（AM） 金

県学力・学習状況調査（１
年） 月 水

表彰朝会　専門委員会

土 火

表彰朝会

9 木

学校給食用食器洗浄検査
進路説明会　県陸上 日

県サッカー

火 金

給食開始　第3回校長会テ
スト 月 月 9

10 木

身体計測（前期）　飲料水水
質定期検査 土 火

生徒総会

木

３年保護者会・修学旅行説
明会（６ｈ）　生徒朝会　県テ
ニス

日 水

演劇部発表日

10 金

第1回教室照度定期検査・
黒板検査 月

県テニス・バレー

水 土 火

学校朝会

火

卒業式予行練習

10

11 金

生徒会オリエンテーション
聴力検査　給食・清掃開始・
仮入部開始

日 水

内科検診（３年）

金

１・２年保護者会　５・６h授業
参観（全学年）　県テニス 月

山の日

木

専門委員会　ふれあいデー
脊柱側彎症検診 11 土 火

３年三者面談　県サッカー

木

専門委員会

日 水

建国記念の日

水 11

12 土 月 木

歯科検診　専門委員会　ふ
れあいデー 土

県野球

火

学校閉庁日

金

生徒朝会　小中連携推進
（一中） 12 日 水

３年三者面談　県テニス・剣
道・バレー・バスケ 金

生徒朝会

月

成人の日

木

なかよし発表会（リハ）

木 12

13 日 火

中間テスト　特別支援学級
進路説明会 金

生徒朝会　小中連携推進
（旧６年担任訪問） 日

県水泳

水

学校閉庁日

土

朝霞市民総体会場（ソフトテ
ニス） 13 月

スポーツの日

木

３年三者面談　県剣道・バス
ケ 土 火

専門委員会

金

出願書類等の提出期間（～
2/17）　なかよし発表会 金

卒業証書授与式

13

14 月

避難訓練　写真撮影（１→２
→３）　特支身体計測 水

PTA花植え作業

土 月

県バド

木

学校閉庁日

日 14 火 金

県民の日　県サッカー・バ
レー・バスケ 日 水

指導課訪問B

土 土 14

15 火

仮時間割開始　全国学力・
学習状況調査（理・質問紙） 木

耳鼻科検診（AM）　専門委
員会　ふれあいデー　PTA
花植え作業（予備日）

日 火

給食最終日

金

学校閉庁日

月

敬老の日

15 水

中間テスト

土

県バスケ

月 木

音楽鑑賞会

日 日 15

16 水 金

生徒朝会　心臓検診（PM）

月 水 土 火 16 木

第2回校長会テスト

日

県サッカー・バスケ

火

３年三者面談

金 月 月

専門委員会　生徒朝会

16

17 木

全国学力・学習状況調査
（国・数）　専門委員会 土 火 木

県野球

日 水

朝霞班スピーチコンテスト
演劇部発表日 17 金

地区駅伝大会

月 水

３年三者面談

土 火 火

１年・２年・特支保護者会

17

18 金

眼科検診（PM）

日 水 金

終業式

月 木

新人陸上

18 土

県野球

火

専門委員会　ふれあいデー
学校保健委員会 木

３年三者面談

日 水

志願先変更期間

水

１年球技大会

18

19 土 月

教育実習開始（国・社・社・
理・体・体） 木

学総①・学総陸上①

土

県陸上・バスケ・ソフト・サッ
カー・ソフテ 火 金

新人陸上（予備）

19 日 水

六小研究発表　生徒朝会
テスト６日前 金

給食最終日　１年・２年・特支
保護者会 月 木

志願先変更期間

木

２年球技大会

19

20 日 火

体育祭予行

金

学総②・学総陸上②

日

県陸上・バスケ

水 土 20 月 木 土 火 金

３年学年末テスト

金

春分の日

20

21 月 水

一斉主任研修会

土

学総③

月

海の日

木

　

日 21 火

地区駅伝大会（予備）　県テ
ニス 金 日 水 土 土 21

22 火

本時間割開始　生徒朝会
（前期最初時間長め・表彰含
む）

木

学校給食用食器洗浄検査
地区通信陸上 日

学総③

火

三者面談期間（～7/31）
県バスケ・ソフト・バド・サッ
カー・野球・ソフテ・バレー・
卓球

金

　

月 22 水

学校朝会　県テニス・野球

土 月 木

私立高校入試集中日　新入
生保護者説明会 日 日 22

23 水

入部〆切日・本入部・部活
開き 金

体育祭前日準備　地区通信
陸上（予備） 月 水

県バスケ・ソフト・バド・野球・
バレー・卓球 土 火

秋分の日

23 木

南部地区道徳教育研究協議
会　県野球 日

勤労感謝の日

火 金

私立高校入試集中日　年度
末分掌会議 月

天皇誕生日

月

給食最終日

23

24 木

尿検査１次①

土

体育祭

火

心臓検診精密検査①　学総
④予備① 木 日 水 24 金 月

振替休日

水

終業式　ふれあいデー

土 火 火

市内小学校卒業式

24

25 金

授業参観　保護者会（全学
年）　尿検査１次② 日 水

テスト６日前　定時退勤
ウィーク（～７/１）　学総予備
②

金

県ソフト・水泳・バド・サッ
カー・野球・ソフテ 月 木

脊柱側彎検診精密検査　新
人水泳 25 土

県ソフト

火

期末テスト

木 日 水 水 25

26 土 月

体育祭振替休業日

木 土

県ソフト・水泳・サッカー・ソ
フテ 火 金

教育実習最終日

26 日

県卓球

水

期末テスト

金 月

スキー林間振替休業日

木

学力検査　１・２年学年末テ
スト 木

修了式　ふれあいデー

26

27 日 火

体育祭予備日

金

結核検診（精密検査）　進路
説明会 日

県水泳

水 土

新人①

27 月

県野球・ソフト・バド

木 土 火

県公立出願（～2/10）

金

実技検査、面接　１・２年学年
末テスト　３年給食最終日 金 27

28 月

ふれあいデー

水

内科検診（２年）

土

学総水泳①

月

県サッカー・卓球

木

第1回校長会テスト

日

新人①

28 火

表彰朝会　県野球・ソフト・
卓球・バド 金 日 水 土 土 28

29 火

昭和の日

木

心臓検診予備日

日

学総水泳②

火

県サッカー・バレー

金

始業式　ふれあいデー

月 29 水

県卓球

土 月

学校閉庁日

木 日

吹奏楽定期演奏会

29

30 水

学校朝会　内科検診（１年・
特支） 金

体育祭予備日

月

　

水

県バレー

土 火

新人②

30 木 日 火

学校閉庁日

金

スキー林間　職場体験学習
３年生三者面談 月 30

31 土

朝霞市民総体会場（ソフトテ
ニス） 木 日 31 金

合唱コンクール　五小研究
開発 水

学校閉庁日

土

スキー林間　吹奏楽フェス
ティバル（リハ） 火 31

計(200, 193)

※年度当初のもので、変更する場合がございます。学校からのお便りでご確認ください。 2025/4/22 12:18 　現在
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